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Abstract : mLake Biwa is one of the earliest伺 sesof Jar酔 regionaltourism development and scenic preservation in modern tim偲

in Japan. This paper clarified the process of developing ideas of scenic tourism and revealed the way of managing the scenic 

preservation system in Lake Biwa in the Taisho period. In 1914, Shiga prefecture carried out a“Scenic Investigation" with阻

expectation of hosting foreign travelers and national park designation. Seiroku Honda皿 dTakanori Hongo lead the scenic 

inv回 tigationand evaluated scenic spots回 resour明日 fortourism over the whole Shiga Pref1舵ture.And they illustrated ways of 

developing the scenic are幽 andbuilding infrastructure and tran自portation白y自ternfor tourism. Their plans took the lead in 

enhancing scenic spots in Lake Biwa. Furthermore, this paper revealed the details of scenic area designation in 1921 and the 

controversy surrounding泊施factoryconstruction and s切出cpreservation. A part of the scenic preservation area was teπninated 

with the aim of industrialization in 1927, then in 1937 the waterfront紅色aw幽 designatedas scenic districts under the City 

Planning Act. 
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1.はじめに

( 1)研究の背景と目的

本研究は明治末から大正期にかけての琵琶湖南部の景勝地にお

ける「風景利用」計画と名勝仮指定（湖南臆区）を取り上げ，景勝

地の保護と利用の経過及び内容について明らかにするものである。

日本における自然風景地の保護及び利用の先駆けである国立公

園運動は，明治44(1911）年2月の第27,28回帝国議会に提出

された日光山と富士の国設公園設置に関する建識がその始まりと

される。時を同じくして史蹟名勝天然紀念物保存の法制化も進め

られ，たとえば日光山の保護と観光開発をめぐる議論は，大正3

(1914）年に発刊された 『史蹟名勝天然紀念物』誌上を賑わせた。

その後国立公園運動は，大正9(1920）年以後の内務省地理課に

よる名勝地の調査，大正10(1921）年以後の内務省衛生局によ

る国立公園調査により本格化する 1)0 しばしば指摘されるところ

であるが，自然破域をもたらす閥発に批判的であった内務省官房

地理課と，自然風景地の利用開発論を唱えた内務省衛生局保健課

の聞には，自然保護を前提にするか否かといった点で，国立公園

に闘する考え方に本質的相違があった。その背後で．史蹟名腺天

然記念物保存協会が風景の保護を，日本庭園協会が利用を主唱し，

論戦を展開した。

一方，名勝地を地域制の公園のように経営した事例としては松

島が先駆けであった。宮城県内務部は本多静六に委託して明治

42 (1909）年3月に「松島公園経営案」を作成し，実際に明治

44年 (1911）頃から整備を進めた九このような名勝地経営や

国立公園設置運動の背景として，大日本博覧会の開催I）による

外客誘致の期待が指摘されている。本多静六はこの頃から地方の

公園や名勝地の計画に関わり，「風景利用策」として軽井沢遊園

地（1911），琵琶湖 (1912），厳島 (1912），箱根 (1914），日光

(1914）などの観光開発計画を立案した。なかでも本研究で取り

上げる琵琶湖の観光開発計画は．滋賀県内務部が本多らに依頼し

て策定されたものであるが，本多の仕事のなかでも最初期のもの
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であり，その規模も突出して大きしその後の実際の聾備との関

連も認められることから，近代日本における景勝地開発史上，重

要な位置を占め.？，ものと考える。

景勝地の保護については，大正8(1919）年4月の史蹟名勝天

然紀念物保存法の施行により，一定の現状変更行為の制限・所有

権制限を課すことができる仕組みが整った。開発地や居住地を含

むような広域にわたる「名勝」の保護は，昭和初期までの内務大

臣指定に限れば，松島（1923）や厳島 (1923），十和田湖 (1928)

や上高地（1928）などにとどまる。一方，史蹟名勝天然紀念物保

存法第1僚第2項4）に基づく，地方長官による仮指定によって，

名勝の保護がなされていた事例もある 5）。村串によると，富士山

麓開発論争のなか，大正13(1924）年3月に山梨県知事によって，

青木ケ原を中心とした原始林約4万haが「富士山麓〔獄麓）」

として名際仮指定されたが，これは乱開発に先んじて北麓一帯の

自然を保護し，開発に規制の網をかけるためであったヘ琵琶湘

南部において「湖南勝区」が名勝仮指定されたのは大正10(1921) 

年8月であり，これに先んじる Tl。琵琶湖の場合は， 1919年施

行の都市計画法風致地区制度の運用以前に，湖岸を中心とした凡

そ1600has）強と広域にわたり，開発制限をともなう景勝地保護

制度として運用された。地方長官指定の名勝仮指定とその運用は，

わが国における景観保全の歴史を考える上で重要な事柄であると

考えられるが，この制度運用の実態はほとんど明らかにされてい

ない。

以上をふまえ，本研究では近江八景で知られる琵琶湖南部の景

勝地を研究対象として取り上げ，明治末から大E期の景勝地の保

護と利用の動きを明らかにする。具体的には，本多静六による「森

林公園と琵琶湖風景利用策」 (1912），滋賀県から委託を受げた本

多・本郷高徳らによる「風光調査」及び「風致的計画」（1915),

名勝「湖南勝区」の仮指定（1921）とその一部解除を取りよげ，

これらの経線を明らかにするとともに，各調査や構想にみる風景

の評価のあり方を明らかにする。
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(2）研究の位置付け

琵琶湖沿岸の観光開発の取り組みの先駆けと言えるものが，本

多静六らによる景勝地の調査と利用開発計画からな~『滋賀麟風

光調査報告書』 (1915，全74頁〉である。これは，琵琶湖の天然

公園化を前提にした観光開発論であったが，大正6年の宮士北鑓

開発計画よりも早い時期のものであり．日本における最初期の本

格的な広域観光開発計画論といえるものであった。

その後の国立公園運動のなかでは，琵琶湖は大正 10(1921) 

年 1月に田村剛によって挙げられた 16の候補地のうちに「三流」

としてではあるが選ばれベ本多静六の 20案（1924）のひとつ

にも選ばれた 10）。一方，山岳風景や大風景の重視のなか，史蹟

名E普天然紀念物調査会14案 (1922），衛生局長16案（1923〕に

は選ばれず，終には国立公園の指定を受けなかった II）。戦後，

田村剛は『国立公園講話』（1948）のなかで，琵琶湖は固立公園

としてなお有力ではあるが「最大の歓陥は，その自然的景観地が，

農林業一水力電気事業，工業等の施設のため，かなり破擁されて

ゐる載である」と，その景観の破壊が閏立公園選定の妨げになっ

たことを指摘している l九大正後期から，宅地や玉場の開発に

対して，湖南勝区の名勝仮指定（1921）を通じた景路地の保護が

進められたが，この保護策が十分に撮能しなかゥた可能性が考え

られる。この成果と限界やその背景は明らかにすべき課題である。

大正耳目以降の景勝地の保護と利用に闘しては，国立公園の成立

過程に関する研究の中でしばしば論じられ，松島．日光，富士な

どの事例研究に豊富な蓄積がある ω吋凡なかでも大正3年以降

の日光国立公園設立をめぐる，名所旧蹟の保護と観光開発促進の

両面の主張，対立はその典型として広く知られる。また，史蹟名

腺天然紀念物としての名目惑の保存 1の～19）や，本多静六の「風景

利用策的， 31）」についても研究が進められている。

琵琶湖南部における近代の景観形成については．『滋賀県史昭

和編」金六巻22)や，大湾市史（『大湾市史幻〉』，『新大樟市史ω』，

『新修大樟市史五一九巻25)』〉，山口ら 舗 の研究が明らかにして

いる。既荘研究と本研究で周いた資料をもとに，琵琶湖南部の景

路地の開発と保護に関する事項を整理した（表－ 1）。昭和初期

には国際観光ホテル （琵琶湖ホテル）建設や，観光道路の建設が

進んだことが知られるが， 1910年代の「風景利用」計画はこれ

らの琵琶湖観光開発の起源としてみることができる。また，名膨

「湖南勝区」の仮指定 （1921）は，大樟都市計画風致地区の指定

(1937）に先駆けた風致保護策であり，これらの関係性も小さく

ないものと考えられる。しかし，大正期以前の景勝地の保護や利

衰－ 1 琵琶湖南部の景麗地の開発と保隆に関する年表2的『紛

団暦晴薗削南部ZおけるB鞍・事業の蜘旬

問 問
1911 I 大津湖岸伍場指訪~ 埋草岡め立案伏諸市封

｜ 白 山面会において本多静六講演
1912 I 

｜→ 民森林冶園と琵琶湖周最利用策1件多）

問 3 ｜滋賀県会咽沈調査担ニ関スル建議lの可決③脅事掛

間 sI→『達制細流調査報告A「風脚沼恒lの立案件多ら）

｜名勝同跡調勝区lの仮指定
1匁1 I 

｜来迎寺・工場位置変更と湖南勝区指定阻菰駄の請願

1町 ｜滋賀県会・保勝区脇村の工場仰と関する決議案の抱封

14 月 滋賀時晴とよる東詳L～ヨ~出続出過の認可
1匁6 I 

17月大滝工業会による I湖南勝区鵜小エ付詐頼書」の提出

1m I湖南勝区仮指定の剥網徐

｜瀬1困
1”2 I E大棒榔市昔f恒筒路網及t理茸1画の決定

白柳ヶ崎・琵琶蜘テルの開業
1934 I 

｜山ヰ櫨ドライブウェイり草市費梅山中間 の慨虚

11~麗翻周幽明成 「
I 1如 ｜対榔柑植風蹴闘世 ］ 
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用開発の内実に関しては，調南の工場建設の政治的背景が明らか

になっていること mを除いてほとんど明らかにされていない。

そこで本研究は．未t:明らかにされていない大正期における琵琶

湖の景勝地保護と利用の動きについて，主として滋賀県（県政史

料室〕所蔵の滋賀県歴史的文書や県議会の記録，新聞等から確認

できる限りにおいて明らかにする。なお，本稿での資料原文の引

用に際しては，読みやすさを優先し，カタカナはひらがなに適宜

改めて引用した。

2.大正期の露琶湖の風景利用計画

( 1)本多静六「森林公園と琵琶湖風景利用策」（1912)

琵琶湖沿岸では景勝地の保護に先立ち利用輸が展開された。明

治35(1902）年，滋賀県下最初の公園として長等公園が開園し

たが，これは桜の名所として古歌にも詠まれ，眺望にも勝れてい

た長等山の八町四畝歩⑩包8ha）の国有林を公風化したものであっ

た。明治39(1906）年度には市費で桜三千五百本，楓千五百本，

その翌年度には桜九百本，楓百本を補植するなどし，山林の公園

化が進められたm。一方，湖上遊覧については，太湖汽船（1882

年設立）と湖南汽船 (1886年設立）の両社が琵琶湖遊覧事業を

展開した 39）.紛が．京津電気軌道の京都三条一浜大津間開通（1912

年）後は，鉄道と汽船が連携して遊賞客の招致に努めた。

琵琶湖における広域的な観光開発輸の先駆けとなる動きは，明

治45(1912）年7月 19日の大津市林野講習会において行われた

本多静六（東京帝国大学教授・林学博士）の講演に認められ

る31）。講演の内容は「森林公園と風致利用策Jとして十日聞に

わたって新聞紙上で発表され，その後「森林公園と琵琶湖風景利

用策」 (1912）として冊子にまとめられた泊。以下では本資料を

もとに，その計画案の内容とその特色を示す。

本多は日本各地で数多くの「風景利用」策，すなわち景勝地開

発方策を提案しているが，琵琶湖のものは軽井沢や別府温泉と並

んで最も初期のものである。その主旨は，スイスやイタリア，フ

ランスのように，天然の山水風景を巧みに利用すれば，それが「確

に幾百蔦円に適嘗すべき一大資本」となるというものであり，風

景の観光資源としての価値，開発による経済的効果の大きさを主

張するものであった。

本多は講演のなかで，交通機関の発達により市街から権れた公

園遊園地を利用する機会が増えたこと，市内において大公園をい

〈つも造ることは経済上出来ないことを挙げ，山林を「森林美撃

の原則に従う」やり方で整備することが必要だと訴えた。また，

欧州の公園盤備とホテルなどの遊覧施設整備，景勝地開発の実例

を多数挙げた上で，大津市の風致利用策を提案した。ただしこの

度の踏査は， 1日12時聞を3日間，徒歩と船によるもので，「殆

ど此土地の風景は知らない殊に自分が道楽で面白半分に調査した」

にすぎず責任のある成案を立てることは出来ないとしている。

大湾市周辺を対象とした景勝地開発案としては，大湾市背後の

長等山一悼の山林を築山に見．立て．琵琶湖を泉水に見立てた上で，

山林の中に道を造り公園とすることを挙げ，具体的には， 1)交

通犠闘の統一， 2）上下水道の設備，3）湖畔遊覧道路の造営， 4)

湖岸に張り出した水上ホテルの設置， 5）三井寺一得の森林公園

整備と山腹の廻遊遺路の造営， 6）名所旧蹟における遊覧場の整

備， 7）石山・阪本など各方面の回遊区域の連絡， 8）新たな遊

覧娯楽の設備， 9）天然植物園と果樹園の造営， 10）保勝団体の

設置，など多岐に亘った。なかでも最も力点、が置かれたのが遊覧

地を連絡する道路整備であった。それは，「天然風景なる資本は

交通機関の設備を倹て始めて資本の周をなすべきもの」という考

えに基づいていた。特に，湖畔遊覧道路として，大捧を中心に南

は石山，北は唐崎，阪本方面へ湖岸沿いに，自動車道行とともに

散歩が出来る様な広い並木道をもっ道路の必要性を訴えた。 同時
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期の大薄市では，市長経験者を中心に大棒市湖岸の埋立開発が図

られており，湖岸遁造道路の整備を計画立案しているところであっ
た揖〉。

本多は聴衆に対し，「大棒市は前に日本一の大泉水即ち風景に

宮む琵琶湖を控えて居る此泉水と築山とを前後に控えて居る大

津市が其附近の山水風景を利用する事は是れ大津市嘗然の義務に

して之を－＇1用せざるは大湾市の恥辱否滋賀臓の恥辱否寧ろ日本帝

国の一大恥辱であります」とまで断言し，その景勝地開発の必要

性を主張したのであった。

(2）滋賀県「風光嗣査」とその経緯

本多静六による「森林公園と琵琶湖風景利用策」（1912）の発

表の翌年，大正2(1913）年11月 11日の滋賀県会において「風

光調査ニ関スル建議jの建議案が提出され，可決された。建議文

の一部を通常滋賀県会会議事録をもとに以下に示す。

「一碧蔦頃の琵琶調を有し鋪らすに青山大岳を以ってせる我が

滋賀県は此風光明銅の山水を利用し以って高国紳士文人の遊覧

地たらしむべき設備を為すは県下人民の福祉を増進するものと

認む故に当局者は速かに之が設計調査の方法を計画し本期議会

に該調査費の提案あらんことを望む回1)J （建設文）

これについての建議提出者総代である園田半五郎県会議員の説

明によれば，「琵琶湖を利用して内外の観察を迎へゃうと云ふ建

議であります（…）之れを十分に利用したならば必ず内外の貴賓

を迎へることが出来る（…）（外客の少ないのは）風景の美がな

いと云ふのではなくして其設備が不完全なるが為め」，「近江八景

と云ふものの声は段々と小さくなったやうな感じがあります（…）

音の如き小いきな近江八景を以て誇りと致して居れませぬ，此湖

水全般に互ったところの近江八景と云ふものを紹介するが必要だ」，

「近年国設公園を設くると云ふ声もあり（…）近き将来に於て之

れは必ず寅現するに相違ないと私は信ずる」とある。すなわち，

この建識の目的と背景として大きく以下の三つが挙げられる。

1）外客誘致が目的であったこと， 2）琵琶湘全体にわたる新た

な近江八景を紹介することが必要であったこと， 3）将来の国立

公園指定への期待があったこと，である。また園田は琵琶湖地域

の絶景として，中山道摺針峠や彦根城，安土山，海樟，雄松崎な

どを挙げている。本建議は大正4(1915）年に京都で行われる大

正天皇即位大礼（御大典）を見越したものでもあり，同年の議会

では「御大礼記念事業計画ニ閲スル建議」も可決された。

本建議を以て，大正3年度の県予算に臨時費として八百円の風

光調査費が計上された。この調査にあたり，滋賀県内務部は東京

帝国大学教授の本多静六と，同講師の本郷高徳に調査を依嘱し，

嘱託とした。この調査と並行して，滋賀県内務部地方課は，大正

2 (1913）年 12月，他府県に宛て「遊覧地施設ニ関スル件」を

照会したω。その回答の状況は，新設改良としてそれぞれ宮城

県「松島公園経営案」．広島県「厳島公園改良案」．長野県「軽井

沢及木曽の風光調査」の進捗に関する回答があり，資料が送付さ

れた的。滋賀県は同時代の他府県での風景利用計画の立案を参

照していた。

琵琶湖における風光調査の様子は，滋賀県歴史的文書『大正三

年庶務附風光調査』所収の「大正三年風光調査実査日誌紛」（滋

賀県庶務課）に詳しい。同日誌によると，本郷高徳は大正3(1914) 

年8月3日の夕方に大禅に到着し， 4日から 20日までのうち 12

日間（11-13, 17, 18日を除く）において滋賀県全域にわたる

実地調査を行った。案内は滋賀県森林謀の堀江曹三技師による。

調査にあたり本多と本郷は事前に，対象地に関する重量考図書や地

図．各地から提出された意見書類を収集し，それを参考にした上

で，ほほ県下全域にわたり網S量的に史蹟・名勝を踏査した。技術

的な面としては，調査にあたり滋賀県に「御準備相願度モノ」と

して，「施設御鷺定地の略図殊に遊園地又は庭園附設備橡定地域
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は六百分のーに三尺（約0.91m〕毎の高低織を加へたるものを製

図厚紙に書き置かれ度事簡単なる測量製図用具（平板，巻尺，

縮尺商積計算器）」と指示し．これらの準備を要請した。遊園地

の整備計画の立案のためであると考える。

本多静六は 13日に来県し， 14日から 16日までの3日間，本

郷らとともに実地調査を行った。これより詳細な調査は実質的に

本郷によってなされたとみてよい。この調査報告が8月 17日午

後昼時より大津市県公会堂において行われ，その概要が「江州の

風光調査」として新聞紙上切に発表され，後に詳細が『滋賀脈

風光調査報告』（滋賀県， 1915）としてまとめられて各方面へ配

布された。県下の各都市役所に535部，その他議員や寺社に 228

部の送付の記録が残る。

(3）本多と本郷による「風景利用」計画の立案

『滋賀豚風光調査報告 38）』（全74頁）をもとに，その計画案

の内容を示すとともに，利用資源としての「風景」の評価につい

て考察を行う。まず，調査の目的は「名勝，史蹟全部及び隠れた

る箇所を実地に踏査し，各箇所に就き其風光的価値，特徴，改良

事項，交通関係，遊覧的設備，及其附近にある名勝史跡所在地の

連絡等を審かにし，之を以て将来行ふべき風致的計画即ち風景の

保存と利用の材料に資せんとする」，また「風致的，遊覧的欠陥

を研究して之れが改善に資せんとする」と記述される。この通り，

遊覧地開発のための整備可能性を検討するものであり，景勝地の

連絡，すなわち交通の現況調査と改善を主眼とした。

調査の結果，風光に対する「人玉的の修飾並に設備」に欠陥が

多い事を課題として，報告書全体を通じて，その改善策としての

風景利用が主張された。実際に内容の8割以上が「風致的計量（2

章）」と「第一期計書案（4章）」の計画提案に充てられている。

その保護についても言及はあるが．「風景を利用せんと欲せば先

づ之を保護せさるべからず」，「利用を目的として風景を破壊損傷

するが如きことあらば是れ則ち資本の損失」である，との説明の

通り，あくまで利用を前提とする保護の意味合いであった。本多

らは「総論」において，スイスを例に挙げ，山水風景美は「固定

セル生産資本」，畿数値円に匹敵すべき経済資本だと位置づけて

いた。その利用の方針は， 1)景勝地の連絡・系統を充実させて

遊覧における不便をな〈す， 2）風致的な修飾を行う， 3）山水

に適する遊覧的設備をなす，という三点に集約される。とりわけ

遊覧的設備の充実により，遊覧客をして「轡々として去る能はざ

らしむる」，すなわち遊覧客の長期滞在を実現することと，遊覧

系統としての交通の完備が強調されている。なお，遊貰的設備と

しては，旅館や飲食店のほか，遊園地，動植物園，展望台，遊泳

場，競艇場．水浴場，公衆の休憩所などが挙げられ，湖水の風景

を利用した施設や，眺望良好な箇所に展望台や休憩所を設ける事

が提案された。

交通機関については，「彼の都市に於ける公園又は遊覧地の如

き小規模なる局部的たるを許さず」とし，「康クー郷一国」にわ

たり系統・連絡を行うとしたが．本計画をして本多自ら「廉く一

脈下に亘りて之を行ひたるものああを聞かず」，「其計画や大規模

たるべし」とあるように，当時の日本において例を見ない大規模

な観光開発計画であったことは自覚されていたようである。提案

内容の詳細については本稿では取り上げないが，陸上，水上，水

陸の交通機関の改良及び統一及び回遊線路網について，まず回遊

線路網を「風景利用上最モ必要ナ事」とした。滋賀県の将来の山

水風景利用は必ず自動車道が主となるとして，自動車道の整備を

掲げ，特に「陸上ノ最重要ナル回遊線」として大棒市を起点とし

て今津一梅禅一塩津一中ノ郷一長浜一彦根一八幡ー草津を連絡し

て再びに大樟に至る路線と，滞在時聞に応じた県下全域を包含す

る大中小諸種の回避線路を設定した（図－1)。本多らの提案と

の関連は定かではないが，提案内容とほぼ同様の路線が琵琶湖周
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固ー 1 『滋賀厩風光岡査報告』（1915）中の回避線路網針画

〈大樟周辺の枠内l't図左上部に拡大し，観光施設名を加筆）

固－ 2 1928年頃の「琵琶湖めぐり」遊覧船案内

債措湖協会編（1926）：琵琶湖へ：琵琶湖協会，所収〕

遊道路として昭和11(1936）年に完成し，綾工の際には，湖国

観光上の重要な使命として建設されたこと，大正末にはその着想

がa;ったことが述べられている紛。また，大正14(1925）年に

は八景めぐり（大津ー南郷遊闘地一堅固〕の定期遊覧就航が開始

されている（図 2）。

大樟市周辺を対象とする「第一期計画家」では，石場浜太樟

聞の湖畔道路や，「泡逓道路として最も価値ある」山腹の比叡山

遣の造営が提案された。湖畔道路は「陪種の改良般信中最焦眉の

急なるべく，此道路の落成を待って蕊に始めて其他の新股備を行

ふを得べし」とするほど重要視~れ強調容れた。これは湖岸を約

80m帽で埋立てた湖岸側に設ザて幅員約12.Smをとり，歩車道

を分騰して湖畔に約4.5mの散策用の遁遁道路を設け．二列の並

木を績樹し．車道ともう一方の歩道に一列並木を設けるという構想

であったがω，この素案には後に大樟市が発表する湖岸埋立・湖

岸泡遺道路計画案と強い関連也空閥像の類似性が留められるべ
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また，均叡山道の遁建造路化、後にドライブウェイとして実現し

た。これらのほか， 1）瀬田川沿岸に布いては遺遺道路と風致樹

極論，遊園地整備， 2）鵬所娘祉の遊園地整備， 3）柳宇崎〈湖

岸）の遊園地. 4)尾花川灘艇場などの組光施設盤備が後に実現

した組。一方．実現しなかったものとして，栗主幹の松並木の回

復と新設．柳守崎の水銀館や遊郭移転などが掌げられる。

以上のように，本多らの観光開発案と後年に整備された観光施

設とをよ乙較すると多くの共通点を見出すことができ~..本多らむ

観光計画家が琵琶湖沿摩地域における鏑発事業のマスタープラン

としての役割を果たした可能性を指摘したくなるが．それを直接

的に示す確たる証拠は得られていない。

(4）最鴎地開発計画への反胎：：羽視同文明の『湖園風光蛤』

総じて本多と本郷の調査報告は，風光や名陵地の保存にl主力点

は置かれず，この風光のJI地に圏内外から遊覧客を多〈招致し，

滋賀県内の繁栄を図るには，いかなる風致修景や施設設備をすれ

iまよいかを示すものであった。この『滋賀麻風光調査報告』が発

行された後に，滋賀県下より届いた意見書は数十通に速したω
というが，この本多らの景陵地開発案に対し，「没鎗味漢の妄計J
と断じて，真っ向から論陣を張った＠が近江の国学者．羽根回文

明であヲた。羽根回の43頁に及ぶ『湖園風党論』において論じ

られた批判の要旨は， 1〕保存が主目的ではない繁栄策に過ぎず，

遊覧＠設備が天然の風光を磁波する恐れがある。 2）たとえ設備

を施したとしても匡寓の遊客が来る理由がない。 3）近江の風光

の特色は，肱歌，俳句，書，絵画にみる「純日本式の古雅なる

趣味」，「風流趣味jであり，現在の風光を賞し，臆地に遊ぶとと

もに古き歴史を連想す~ことにある，というものであヲたω。
たとえば，唐崎の一大老松，湖上を見事置す風光には「明智左馬之

介の湖水渡り伝説の雄姿」を連想しp 栗捧松原の糊河の清流や湖

東の遠山の眺望には「今井義平の粟揮の験い」を連想し．また石

山寺の山紫水明の景趣には「源氏物績と紫式部の稽麗の志操jを

違錯するといヲたものであヲた。最麓地開発については，以下の

通り述べる。

『嵐党は天然の美術自然の風物にて，山霊水伯の自然美を表は

す仙境である（…〉風光地，霊場に，鈴り人工的般備を施し．

交通機関の完全する時は，遊覧趣味，参拝借念を減殺するに至

る，故に天然の風致，森厳の霊域を害せざる地鵬迄は，人工的

設備は可忽れども，風致， Jiii互に及ぼすことは絶衡に不可であ

る」

すなわち西洋的な遊覧設備や人工的設備を殺げるがために，遊

覧趣味や重量拝借念を減じ，わが国固有の天然の風光を破壊する恐

れがあることを指摘し．そうした開発方針に反対したのであゥた。

羽根田＠論はやや園枠主義的色彩が温い色のの，風光の特色とし

て歴史の連想を第ーとして参げた点でIi，本多らの評価の視点と

は異なっており，また風景の利用に対して風景そのものを破尊重す

る恐れがあることを警鐘したという点で注目に値する。なお，こ

のうち風光の中の史実の想起は．後述す石名跨「湖南島区」の仮

指定においても評価された極点であった。

3.湖南への工場進出と名跡地の風致問題

本章においては．滋賀県歴史的文書のうち名踏仮指定に関する

文書や名目量調査に闘する綱査報告，新聞記事等の資料をもとに．

その指定にお砂る野価の視点，生じた問題とそれに対する対応の

経過を示す。ただし史料上の制約から，把鍾できた限りの事実関

係を示すにとどめる。

( 1 ）名跡「湖南勝区」の仮指定（1921)

大正8 (1919）年に「史跡名島天然紀念物保存法」が施行され

たのを期に，滋賀県内務部長を会長とする滋賀県保島会が般置さ

れ（1920年6月設置）．同会が県下の史蹟名島天然記念物の関車
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審議を進めた4説。大正10(1921）年8月 30自には滋賀県知事堀

田義次郎によって名臆「湖南崎区」として仮指定された冊。名

蹄仮指定は．昭和14(1939〕年2月の時点までに園内で8件存

在したがベ最初の指定が大正B年 11月に富山県知事により指

定された「義経爾晴」 f爾晴海岸〉であり，「湖南臆区」はニ例目

であった。大正末までには先述した「富士山涜〈娘麗）」を含め

て三例しか存在しないω。

仮指定とは内務大臣による指定ではなく府県知事による指定を

摘す。史跡名跨天然記念物保事法では史跡等について主務大臣に

よ~指定制度唱をとヮたほか，必要があるときは地方長官が仮指定

の措置をとることを可能とした。仮指定された対象については，

区域内の建築物の新築や改築．工作物の設置にあたり県知事の限

可が必要とした。ただし，司法・大歳・陸軍・逓信・鉄道各省用

地及び固有体，神社寺院の鍵内地を除いた。

名目’調査の報告書には，名島仮指定にあたっての際価の視点に

ついて，この湖南一帯の風光が自然の明眉にして閤逮であること

のほか，「八景の名の普〈人口に脂笈して贋々詩歌iこ除はれ絵画

lζgされ，過去久しき1：§.って園長の風景鑑賞の基埠となり，ま

たその趣味情操の淵源ともなり来った」ことが評価されていあ制。

またこの指定の背景としては．明治以後の大津市や館所町などの

湖南地方の急速な発展や湖上の汽船の出現が，「特殊の風趣を消

誠」させ．「漸~由緒ある史蹟を橿減せしめ，往々にして秀れた

る風殺を破壊するが如き傾きある」ことを憂慮して行われたと鋭

明されている。その風光の際価については，土地の歴史が「回遁

の風光と相候ってその名臆価値を高むる」とあるように，秀麗さ

や壮観さなどの景観上の価値にとどまらず，その附近に起こ哩た

鎗多の史実を短起させることが際価された〈表－ 2）。

指定当時の新聞報道からは．工場を建てる際には知事の認可が

必要であることが報じられるなど．特に工相の新般に対する保.

措置の意味合いの強さが読み取れる則。また，その範囲の広範

さについても，「かく虞い地械が名臆に指定されたl立全国ではじ

めてのこと」と報じられている。その指定の範囲と内容は，石山

寺を中心とする石山，積回膚橋を中心とする横田，粟津の松原，

矢橋港，三井寺，唐崎といった旧来の近江八景のうち六景の名勝

地を包含するものであq た600実際に指定された面積lま公報等

の資料には認められないが．目安として地図（図－ 3m）をも

とに算出すると 1600ha強であったことを確認した，ただし， .e-

表－ 2 名.. 仮指定「湖南勝区」におlする歳時地の評価

場所 開面倒嘩者）日韓貿蹄名勝鈍企報告第一冊』より引用）

倫虚山そ瀬田JI防滑械を中，L＇に『四季の景頒絶佳 Jにして「山
石山 水明婦』．棉こ『秋j初穂噛靖枇Iとされて近初頃向一

に加えられている。（小島｝

周囲の景締ま「風色秀置を極めJ，『高人の，L噴をして快調な

湖周
らはrるのみならず，古実この附底こ着つ売数多の史寅を想

起せしめる」。（様々 な史実は） r四遣の周此と栂倹ってその
名勝佃殖を商むる』俵脳会

「その景翁おり主たるところは古くは田園の聞に松並木があ
り槻上の鳳丸膳静初市街城郭等を望見するところにあった

栗埠
（であろう）J.こ¢羽並木征場鋭も， h鴎躍如コ設置後は「工

揖地帯と化し」，自動車やエ場の刷璽等により『折角の風説
も漸次荒廃して老樹も枯損伐採し是れ右顧みるもの少〈昔
自の函彫f齢、っしカ帯らき行くj僚間

先桶
視上指画の経路上にあり，「大舟，J苅のこt構惜して帰へり
行く樹立聞こ『掴の絵を見る屈があった』伊佐3
「観音堂のある開当額る防哩に宮んでゐる（…）三上の舗峰

三井寺 を→浄の中回収め風波縫握jとされ filiiIJIJJI:貯寸乙して而

もその最たるもの＇Jl::.評され九側俳）

唐崎 湖上より眺めたる風光絶佳J~檎斡
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1937年a畠抽E指定の範圃

I Lコ工場＠肱地

固－ 3 名鵬仮指定「淘甫•IRJ 指定区埠とその夜遅
f下図iま「大埠都市計画区域図」（1929，，国立公文書館船）

の名称については「〈近江〉八景の名の漸くその貨に協はざるに

至ったJため，すなわちその現況の獲が「近江八景J（［）名に伴わ

なかったために，「名を湖南腸区と改め祢するに至った」という。

制度運用の方針としては，「その地域内に於ては特に言語可せら

れたるも＠の外一切の現状変更そ禁止するjことを趣旨とするも

のであった湖。名島仮指定範閤内における住宅等の建築につい

ても県知事の許可が必要とされた凶。森林法による風致保安林
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の保護を除けば，風致の保護を目的として，これほど広範囲に建

築等の制限を行うことはわが国では前例がなかヮた。制度上は庇

に1日都市計画法 (1919年制定）のなかの風致地区にその可能性

が関かれていたが，最初の風致地区指定は1926年の明治神宮周

辺（約27.6ha)を待たねばならず，この時点ではまだ前例がなかっ

たことに加え．大棒i孟都市計画法の適用の見込みもなかった（1928

年に適用）．この名島の仮指定による広域にわたる区域内の建築

行為の制限l;t，日本における景観保全史上特筆すべきも＠であっ

たといえよう。

(2〕来週寺の風光保存関掴

湖南島区として名勝仮指定を行って（1921年8月）一年も経

たない聞に，湖南磨区に隣接した来迎寺の東部において工場般置

が進められ，これに対して名島保護の要望が曲された。滋賀県歴

史的文書南端引継書同」（堀田知事より末松知事への引継書類）

に所収の「建議案」（鶴海・県内務郎長の押印あり）によれば，

大正11(1922）年8月に滋賀県保聴会調査員・牧野信之助〈県

史編集主事）が滋賀県知事・堀図書量次郎に宛て建臓を提出した。

建餓案「来迎寺門前ニ近鋳シテ将二建股セラレントスル製糸工場

ノ位置ヲ変更セシメ併セテ湖南磨区ノ区域ヲ延長セラレンコトヲ

望ム」の主旨は，比叡辻来迎寺に近接する土地に建設され~－糸

工場の位置変更と．湖南臆区の区域拡援であった。既に鐘淵紡績

株式会社は来迎寺に近接して約1.8万坪の土地を買収し．被賀県

による工場設置の許可を得て，敷地策造のなかにあった。その土

地lま湖南磨区に隣接しているものの，含まれてはいなかq たので

ある。工事lま数擦の大建築と八十凡百二十尺の大震簡を含んで

いた。

これに対する牧野の名臆保護の主聾は， 1）来週寺が「風光の

明頒湖南E磨区中の雄」であるのに加え「寺院の特色はこの山色水

態と不即不様Jにあること， 2）寺記によれば浄土教の先覚であ

る恵信僧都が「この地に水想観を獲して弥陀来迎の儀相を画」い

たこと， 3）「来迎の儀相が我美術上に及した墨影事弁にその浄

土教の思想が後世の宗数界に及lましたる影曹の大なるに更に貨言

の要なかるべき」であること，の三点に基づいていた。今後，工

場の大建策，煙突，鍾突からの黒煙が上がれば．浄土教並びに浄

土教美術の根元地たる清浄無比の精舎の風光iま壊滅する．「来迎

感得の聖地Iま疑もな〈一朝にして汚漉せらるj と訴えたのであ.go

これを防ぐための工場の位置変更と，湖南勝区＠区域拡彊を求め

たが（図－ 4)実現せず，飽調節績株式会社i立大正15(1926) 

年に底本製糸所を新設し，その後の湖南島区の拡張もなされなかっ

た。この事例は．当時の工業発展と風致保穫の対立の一端を示す

ものであるが，その判断は地方長官に一世されていたため．その

意向によらざるを得なかった。

(3）悪意ヶ鳳の三井人鋼工場般置開園

工場設置と風致保穫の対立は巣縁ヶ原でも認められる。湖南屍

区（名島仮指定〉の指定以前に般置されていた旭人造絹糸徐式会

社の膳所工場 (1919年設置） Iま，旭絹織が買収し人造絹糸工場

を操業させた（1924年〉が，大正来年頃には湖南地方において，

商社・紡績系の人造絹糸工場の設置運動が盛んとなり，三井物産

の東洋レーヨン株式会社（1926.石山工場〉が琵琶湖畔に開設さ

れた（図一日。この過程にある風致保積の勤きを，新聞記事等

をもとに明らかにする船。

三井物産iま工場敷地として草津湖岸の矢橋と粟津ヶ原を候補地

に耳捧げて，高橋守雄知事〈任期1925.9-1926.8）と交渉にあたっ

ていた。しかし，これまで数度，粟樟ヶ原に工場設置する出願が

あったものの，栗棒の晴嵐ω保護のため認可を受砂ていなかヲた。

堀田，末松の両知事I：！：，県の観光政策にカを入れ．名勝保存にも

尽力していたが．後任の高橋先車は工業振興を第ーとあげていた。

折しも．政友会と憲政会で争われていた政権l'l:，護憲三派遣立内
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園－ 5

閣を経て＇ 1925年B月に憲政会の単独内閣となヲており．それ

は官遣であヲた知事の人事にも反映した。

問題は，高機知事が三井物産に対して湖南勝区内に工場設置認

可の内踏を与えたことに発する。大正14(1925）年12月9日の

滋賀県会において，政友会派は知事不信任の意味合いを込めて，

宇治電水利問題と粟津の保島区問題を決議案として提出した。決

議案白提出者l;t佐野民次郎ほか4名，賛成者17名であヲた。

『本車需の保II匝域に濫りに工省撹大の認可を奥へ其の膨景を破

壊せるのみならす隣祭せる本蘇民事試験場の試験成績に影響を

及ぼす舗に考慮を携はさりしは甚た不注意の措置なりと麗

む船J（本厳保E磨区域の工場化に関する決歯車船

滋賀県会におげ-5佐野民次郎による説明によれば，古来の名II
である粟津ヶ原1ま県が湖南臆区にも指定していたにも関わらず，

県知事が旭人絹による工場の増築出願を許可したことに対し，決

蟻案提出者らは，工場から誹曲される亜硫酸ガスが農業献駒場の

試験成滋に彰響を与えることに加えて，工場般置により風光が破

壊され-5点を問題視し．奥簡を唱えたのである。質疑において，

県当局は産業開発上必要であればこれを歓迎す.g，と答えた。本

決議lま同日可決されたが，これは府県側に線拠のない決議であヲ

たため実効力をもたなかった。結果，大iE15 (1926）年4月に

工場蝕置が認可された。しかし実僚にIi，東洋レーヨン＠敷地位

湖南島区の指定範囲に隣接するとはいえ，含まれてはいなか唖た

のである（図－ 3）。来迎寺の場合と同樺，湖南陵区の指定範囲

に隣接して申請され，認可されたのであった。

大樟市史はこの決議をめぐる政治的対立を取り上げて論じてい

るが夙名島仮指定をめぐる風致問題は地方長官の判断に基づ

くものであったため，政治＠影響を受げざるを得ず．時に政争の

手段となゥた＠である。
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(4）湖南膨区縮小の2梅原（1926）と名勝仮指定のー穏解除

高橋知事が工場設置の費量可奪東洋レーヨンiこ与えた三ヶ月後の

新関織滋iこは，その飯可以後.~震津方面1：：：工場役債の緩可申務a持

続出し，県が対n;1：：：普11しまことある斡｝。すfJ.わち，「名腸粟津の

晴嵐1：：：旭縞織，業主挙レイヨンの設置によ9て原形it-磁調隠し塗され

てゐる今日とて五十歩百歩であり，県もことどと＜•可してよい

やうえZものの，その下流には膝地石山があり業津はー函その関門

ともなってゐて影・T.0ことがひどいので．県は抜参差しならぬ

磁自に陥り目下悩んでi>.OJとるる。そこには往時の震観が失わ

れつつあ.g東海ι それに隣接し今後も息数保護司~·持すベ念石

山iこ対して， .ftl•君臨の線引きをどこで引くべさかという関庖があっ

た。

このような状況を好調患とみて，大正15(1926）年7月．大事き

工業会｛ま山口正・会長名で，高毎織知事iこ宛て「湖南陽区線小ニ付

請願電信J.t:提出した。滋賀県歴史的文書『史績名膝天然記念物』

所収の間滞願書の内容は以下の通りである。

『髭琶湖を闘立公園とし滋’E的施設唱をなし世界の公園として誇

るはtたして不可なるにあらずと鯵も本勝の11.t-増殖する為めに

は須く工業施設に倹たさるべからす〈…）湖爾の治交通豆使且

つ琵琶湖の水質iま鎗総工業及化祭工業に逮せり〈…〉然.01こ湖
南勝置は其底媛庖大にして工業の発展を阻害せられ頗る洛惨な

る点有之候問栂安書官分的小区域に郷，IM、相成り工業の発展.t-≫.I
そきられ度右総会の決議を以て此段及2脅威俊也J（「湖南房区縮小

ニ付翁願書ω」〉

滋賀県はこのま脅願を受けて，石山村長に声ずし，係自毒区域の変更

についての怠見照会そ行事た。昭和2(1純η年3月，石山村長・

田中.有之は高織の後径の黒崎真也知事1：：：費守して， 4尽g，区袋内の

~Jiiiこは既Iこ普日の面影なし ~D’地区として保存の価値が無い
ため，制限解除it-希望する意見を伝えた。原文は以下の通りでみ

る。

『近時石山駅~中心とし附近一平野エヨ農地となり各工場の鐙設に

伴ひ住宅等も同書館しに滋S隠され薬稼ヶ原一物の景勝地は査しく

書聖書提せられ大字鳥居JJJ北大路の弐線穆は普日の爾影一変しJIJ飽i
~勝地区として保存の価依然〈却で現下の鰭惨と将来の発展を

思へば草花程度進制限解除せられ度希望有し候関別紙地図表示区

械を~D摩地区として限定組成僚機数.II'.本村会の決議会以て此段

闘申仕俊也」（臓発第二五号「湖南名膝地区改正ノ議ニ付怠見

聞隊草野総J)

則宅S，石山村iま，湖南保鵬区減（名勝脅再指定〉のうきん 小等！：，‘

居Jll及び北大絡，圏分の区有毒の解除を希望した．石山村がS経由し
た図面〈図－ 6）から石山村が保鵬区繊の存置it-希望した範囲が

分かる。逆iこ言えば，それ以外の指定区域の除外を希望したとい

うことになる。近江八祭の一つでゐる薬鎗ヶ原も，東洋レーヨン

右山工場と悠鱒織の膳所工場に院後し， E査にそのま袋織はiU廃され
た，という主張であ？ jヒ。

昭和3(1928）年S月S日．仮指定湖南勝区のうち三ヶ所が解

除された紛〈滋賀県告示録U86.t予，滋賀県公報第173号〉。新聞

記事の報じる所によれば，従米係自島区績として，西線iま阪本米迎

寺以下有，策費容は矢機以南と定診ていたが．「工業立闘に猛進する」

ために-1曜の指定ir解除した紛〈図－ 3）。「由来得.0限り起を大限
度の総dリの方針唱をと唱たとされ，北官官は下阪本四ツ谷JI(以北拭

爾昔llfま束事訟の松並木そ除〈石山村北大・－湯田橋以北の区鎗，瀬

田Jll沿贈のうち新浜以前が指定解除$れた。このうち石山村の範

囲については，者援ね石山村の希望の通りに解除が行われた。治図

を用いた目算によれば，従来の鎗jj;面積約1650haのうち，三守

所の解除の面積の合併は約620haであり．約10鈎haが係腸区と

して幾されることとなq た。来事象（松並木） Iま飛び治として猿さ

れ.0療となゥた。
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園－8 石山村が移震を特認した保理’区織の範囲
（「湖南~勝地区改正ノ袋二付:e:見聞健司fJ附風黄色書草分ば

希望の保鵬区浪ir示す。下図の釜図は湖南鵬区指定区鳩図ω〉

(5）健策等の制限O)j健鯵

湖南勝区の~·仮指定は，験後の文化財保護法の制定 (19印）

までは続いた。史被名勝天然紀念物の仮指定iま法律上，何ら期聞

が示されておらず，『貧際ム僚指定のままに保留せられつつあるJ
状線であ9 たことが指鏑されているが紛，湖南勝区でも笑際4こ

仮指定の＊E主運用されていた。では具体的にごのような遂周がな

されていたのであろうか。

滋賀県歴史的文谷中に名目惨仮指定地繊内建物建築に測す.01書

類紛が残されている。このをき類によると， ftD’仮指定地峨内の

建物（住宅等）建築の伶については県知事の許可が必棄とされ，

許可厳，建築仕様患出厳付近’fill.建築設計図が謝申書事ととも

にS経由されていた。風車史上の~•it-判断するた副与に，申術者から

ま提出された建築許可S穏には，建築の機滋，用途，綴数，坪磁のほ

か，外観iこ関わ.0府高~. t叢荷札屋根勾E，瓦の種類，壁画の

色彩，費量役材事専などの仕様の記裁が認められる。また，建役申織

婚の村長等から知事録tこ3提出される11申書1:.1ま，「外線に瀕はる

み材料別紙記載の通りにして色合も不書官会無之と存候Jのような

美観に関わる餓明も緩められ.Oo書類会見る限り，通常の小銭綾

な木造瓦lf乎E惑などの住宅であれば，.殺を容しないらのとして

棄華街tは静3守されていたことが分かる。一方で，昭和4(1929）年

S月12日1:::mされた2件の逸機「名勝仮指定地繊内建物建築ニ

関スル宇字通牒〈祭）Jit-例に埋葬げれば，工湯量霊殿そ申し出fヒ司H，育
者に対しては，「右iま建物の携途勉強iこして膝景を号与するの.≪＜お
それ〉有之建築不可と存侠Jと不務可とし，また別件でも「厳建

書受給は淘斧に治ひ且同虫色附近1ま厳地保存上別邸の如きは.. 分建設

せしめ~.o方針有之後別紙及返戻候」 ι.ua悲のようf；.建築の新

型震は緩めない旨が記されていた。このような混用の笑織から，都

市計画法iこ基づく風敷地区に先駆けて，県によ唱で風霊堂の規制勝

者修が行われていたことが滞留できた。

(8）大海稼市計画思議治区の鎗定
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大湾市は昭和2 (1927）年に都市計画法の適用の指定を受け，

昭和 12(1937）年2月に大津都市計画風致地区が都市計画決定

された。ただし．この指定範囲と湖南勝区が重なる範囲はその一

部にとどまる。大意都市計画風致地区指定の理由書には，風致地

区指定の背景として，「古来近江八景として速く海外にその名を

馳する観光都市」である大津市において，「近時市街地の発展に

伴ひ動もすれば之等景勝の地も風致の毅領せらるる」可能性のあ

ることが示されている肘〉。都市計画滋賀地方委員会技師である

児玉貨も風致襲舗の「危険性」の原因として玉業化を挙げた

が岨），観光都市である大湾市にあっては，「本市の生命とも申す

べき自然の風景が漸次破壊され」る危険性がますます大きくなっ

ており，まずは「風致景勝の破擦を未然に防止」して維持保存に

努め，それを前提として，風致の保育や活用をなすことが計られ

たのであった。また，昭和 12年 2月 9日に閥催された第七回都

市計画滋賀地方委員会においては，児玉が風致地区指定の趣旨を

説明し，なかでも名勝の趣旨との差異について言及している紛。

すなわち，風致地区の目的は「風致景勝の破壊を未然に防止する

為に諌め統制のある計賓の下に維持保存し，更に進んで風致の保

育をなさんとするものJであり，この「保育Jとは「天然の風致

を活用致しまして，より民衆的に公園的なものたらしめる為に施

設をなすことを意味」するとして，この「保育」を含む点が史蹟

名勝天然紀念物保存法に基づく保存との相違である，とした。

この風致地区指定範囲は，瀬田Jrlの河岸沿い，来迎寺を含む茶ヶ

崎一唐崎一阪本の湖岸沿いの大部分を包含し，湖南臆区の指定の

うち湖岸・河岸の指定範囲とも重なるところが大きい。たとえば，

「瀬田川風致地区」（約457.8ヘクタール）は，瀬田川沿岸及び水

面を包含するもので，石山寺を中心とする一帯の景農地，瀬田の

唐橋，南郷鹿跳．宇治川ラインに至る「沿岸の名勝」を含んだ。

また，「下阪本湖岸風致地区」（約71.0ヘクタール）は，来迎寺．

新唐崎，唐崎等の景勝地を包含するもので，「折角の湖岸地が将

来再び大樟湖岸の如き混雑せる状況を繰り返すことを恐れまして

指定致さんとするもの」だと説明された冊。これらの説明から，

大樟周辺のような玉場等の開発によって風致が製損することから

景勝地を保護するための措置として，風致地区が指定されたこと

が読み取れる。

一方，三井寺周囲の長等山から比叡山にかけての山林，勝所城

祉，茶白山などは風致地区によってはじめて保護措置がとられた。

このように風致地区指定は水辺と山林の風致保護が際立つもので

あったが，湖南勝区指定を基礎としつつ継承発展したものであっ

たといえよう。なお，風致地区における取締りは，地方長官が内

務大臣の認可を受けて，命令を以て地区内における一定の行為を

禁止または制限することとなっており，その管理主体は名勝仮指

定の場合と同様であった。制度運用において共通点が多い事もそ

の継承発展に役立つたものと考える。

4.結簡

本研究は，日本における景勝地の利用開発と保護の最初期の事

例のひとつであり，近江八景の地としても知られる鷲菅調南部の

景勝地を取り上げ，大正期の「風景利用」の構想と，名勝「湖南

勝区」仮指定を通じたその保護と利用について，経樟や内実を明

らかにした。具体的に示した内容は以下の通りである。

1)滋賀県と本多静六らによる景勝地の利用開発計画（1912-1915〕

明治45(1912）年の大津市林野講習会において本多静六が琵

琶湖風景利用策に関する講演を行った翌年，滋賀県会において風

光調査に関する建議が可決され，本多と本郷を嘱託として調査が

行われた。これは大E天皇御大典を背景とする外客誘致を目的と

しつつ，琵琶湖全体の資源の発掘と宣伝，将来の国立公園の期待

によるものであった。本多らによる景路地開発計画は．開発によ
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る経済的効果を見込んだものであり，回遊のための交通改善を中

心としながら，湖畔遊覧道路と叡山道のほか，瀬田川沿岸の遁遁

道路，柳ヶ崎（湖岸）の遊園地化．膳所城肱の遊園地イヒ．尾花川

競艇場など，後に実現する観光施設整備の内容を多く含むもので

あった。本多らの景勝地保護の考えは，あくまで利用を前提とす

るものであり，これに対し人エ的設備が天然の風景を破壊する恐

れがあるとして反対の声も上げられ，古き歴史を連想する事の重

要性が主張された。

2）名勝「湖南勝区」仮指定による風致保護 (1921・1928)

大正 10(1921〕年8月，史蹟名勝天然紀念物法に基づく名腺

仮指定としてはわが国で二例目の事例である「湖南膝区」が指定

された。湖南地方のエ業化や発展のなか，旧来の「近江八景」で

知られる景勝地を保護することを目的として， 1600ha起に及ぶ

広範囲な風致保護施策が整えられ，これにより工場を含む開発は

県知事の許可が必要となった。しかし，この指定後に名勝仮指定

地区の隣接地において工場建設が進められた。来迎寺の風致をめ

ぐっては，滋賀県保勝会調査委員である牧野が，浄土思想や水想

観との関わりが強いとして，来迎感得のための風致保護の必要性

を訴え，開発の抑制と仮指定範囲拡大の請願を行ったが実現しな

かった。また，近江八景の一つであり湖南勝区内でもある粟津に

おいて人絹玉場の設置の認可がなされ，この風致問題は政治問題

にも発展したが方針変更はならなかった。この後に工場設置申請

が続出し，大津工業会から知事に宛て湖南勝区縮小の請願が出さ

れた。石山村も玉業発展を重視し，昭和3 (1928）年に湖南臆区

仮指定の一部が解除されるに至った。このように工業化を背景に

景勝地の破壊が進行したが，一方でこの湖南勝区の指定による風

致保護は，その後の都市計画法に基づく風致地区の指定 (193の
の基礎となった。

以上，主として大正期における琵琶湖南部の景勝地の保護と利

用の一端を，史料の限りにおいて明らかにした。昭和以後の風致

の保護と利用，特に実際の風致整備の実感を明らかにすることは

今後の課題として残された。
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.迄ヲ同路線ヨリ湖岸方面全部及右路線ヨリ山手方面へ六十閑ニ至ル

区間ヲ除ク

三．瀬田川下流下回上村大字太子地内朝官石山停車場線ト村道（馬事者

橋ヨリ大字太子ヲ遺シ頑固Jll左岸ニ至ル）トノ交叉尉ヨリ河身ニ直角

ニ石山村大字南郷ニ出テタル見透線ヨリ以爾全部

64）大阪朝日新聞滋賀版，昭和3(1928）年8月 1日付

65）前掲5），現行史蹟名勝天然紀念物保存制度批判

鉛）前掲54），史蹟名鵬天然紀念物名膨仮指定地域内建物建築に関する番

類

67）内閣 (1937）：大樟都市計釜風致地区決定ノ件，公文雑纂昭和十二

年第四十八巻都市計画三

68）児玉寅〔1937）：大津都市計壷風敷地匝の指定，公園緑地1巻4号，
日；本公園緑地協会， 18-23

69）滋賀県歴史的文書「都市計壷滋賀地方委員合第七回議事録」，滋賀県

蔵

(2016.4.16受付， 2016.12.25受理）
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